
市政に関する地域座談会実施報告書 

開 催 日 時 平成２７年 ７月２３日（木）午後７時３０分～９時 

会   場 寿町公民館 

地域座談会の内容（意見交換等の内容等） 

① 町会に空き家があり困っているが、空き家対策について考えを伺いたい。 

 

→ 平成２４年度に行ったアンケートでは空き家は市内に２７５軒あり、そのうち

再利用できるのが１５９軒でした。そして国に先がけ平成２５年に空き家に関す

る条例を制定し、平成２６年 3月に「寒河江市空き家バンク」制度を作りました。

この度の調査は、空き家の再利用のための正確な状況を把握するために行ってい

ます。ただ空き家であっても市が一方的に解体や修繕することはできず、所有者

に行っていただくことが必要です。空き家対策については、それぞれについて周

辺への影響も含めて個々具体的に対策を講じてまいります。 

 

② 町会で防犯灯６灯を市に要望し、５灯が設置になりましたが、まだ１灯が未設

置です。未設置個所は、安藤生コンさん付近の国交省敷地で高速道路用地にある

電柱です。中学生の下校の安全のために必要で、電気代は町会の負担でなくお願

いしたい。 

→  御要望のありました電柱は、高圧線（6,600 ボルト）を支えるための特殊な電

柱となっております。このような電柱には、低圧線が無いので、防犯灯を点灯さ

せるための引込線を取り付けなくてはならないのですが、取り付けるスペースが

なく取り付け困難な状況となっておりますので御理解をお願いいたします。 

 

③  南伊豆地方で電気柵での感電死亡事故がありましたが、市内にも電気柵はある

のですか。 

 

→ 鳥獣の食害防止のために、田代や幸生などに設置されていますが、法令遵守な

ど安全の確認をするように要請・確認をしております。 

 

④ 子どもの通学での防犯対策ですが、南部地区の防犯組合は一生懸命に活動して

いますが、それでも不審者が現れる現状にあります。高瀬山で不審者の声かけが

多いことから、寿町の子どもの通学路にもなっており、暗い箇所への防犯灯の設

置が必要です。また町内の企業で防犯対策からカメラを設置しているところもあ

ります。産業通りや寿町には多くの企業があり、監視カメラを企業がつければ、

犯罪の抑止力になると思うので、防犯カメラの設置について市の補助をお願いし

たい。 

 



→ 防犯灯は犯罪の抑止につながるものであり、地域の要望に添うようなことで進

めていきたい。また防犯カメラは市で警察の要請により駅前、チェリーランド、

グリバーさがえ、チェリーナさがえに設置しているが、来年度に向けて設置者へ

の支援制度を検討していきたい。 

 

⑤ 東日本大震災の時には、町会にも高齢者の一人住まいも結構いるが「公民館に

集まって暖をとろう」というような声かけができませんでした。今後、各町会で

考えていかないといけない。これについて市からのバックアップをいただければ

と思います。 

 

→ 寿町では自主防災組織はできていますが、組織しても常日頃の訓練などをしな

いと、いざというときにうまく活動することができません。このため市では、講

習会や資材確保などの支援制度を用意しているので活用をしてください。 

 

⑥ 市の借金について平成２０年度～２７年度は、減っていないように感じます 

が、今後はどうでしょうか。 

 

→ 平成２０年度に約２００億円の借金がありましたが、毎年努力をして来年の３

月には１６９億円になり、８年間で約３０億円を減らすことができました。借金

ですから少ない方がいいですが、目安としての借金の割合は１８％が基準値とさ

れています。２０年、２１年は１８％以上ありましたが、来年の３月には１３．

２％となります。これを１０％前後にして健全化を図っていきたい。貯金は平成

２０年度の６億４千万円から平成２７年度の１３億円へと増えています。仕事を

しつつ節約をして借金を減らして、貯金を殖やしていくことが大事です。１３億

もいらないかというと、大きな箱物を建てるとなるとこれを使うことになり、あ

る程度の蓄えをするのが最良の方法と考えています。 

 

⑦ 国から若い職員が来ているが何が変わったか。 

 

→ ほかの職員が刺激を受けています。寒河江には自慢のできるものが多くありま

すが、日本全体に発信していくには、中にいると気がつかないものもあり、ほか

の人の目、東京の人の目が必要と思っています。 

 

⑧ 寿町では高瀬山と南部小学校に設置してある防災無線からの放送が風向きに

よって聞きにくい時があります。音量を上げるなどもう少し聞きやすくなるとよ

いのですが。 
 

→ 現在、定時放送として午後６時にミュージックチャイムを放送していますが、

防災行政無線を設置している近くの方に迷惑がかからないように音量を下げて放

送しております。非常時の放送は、最大音量での放送となります。 

   また、数カ所から放送が聞こえる地域では、音声が重なって聞きにくくなって



いるようですので、今後、調査検討いたします。 

  なお、防災行政無線で放送した内容を電話で確認できるテレホンサービス 

（☎０２３７－８５－５８１０）もありますのでご利用ください。 

 

⑨ 市道浦小路高屋線の待避所をもっと増やしてほしい。つや姫人気で、ヴィラー

ジュに大勢の見学者が来るので水路に蓋を掛けるなどの安全対策を考えてほし

い。 
 

→ 当該道路については、平成２１年度に要望を受け、寒河江川土地改良区並びに

用水路を管理する地元組合と協議し待避所３カ所を設置いたしました。 

このたびの要望について寒河江川土地改良区と協議した結果、水路管理上、新

たな蓋がけや待避所の設置は困難であることから、今後、市道の整備も含めて検

討してまいりますので御理解をお願いいたします。 

 


